
Ｑ　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
は

何
を
求
め
て
い
る
の
で
す
か
。

福
祉
課
長　

目
的
は
少
子
化
対
策

で
す
。
幼
児
教
育
、
保
育
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
っ
た
計
画
を

市
町
村
で
つ
く
り
ま
す
。
親
が
働

け
る
環
境
整
備
を
独
自
で
考
え
て

い
く
も
の
で
す
。

Ｑ　

本
計
画
は
、
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
も
含
ま
れ
る
と
の
こ
と
だ
が
、

保
育
園
は
厚
労
省
管
轄
で
、
小
学

校
は
文
科
省
の
管
轄
で
す
。
こ
の

支
援
法
は
ど
ち
ら
の
管
轄
で
す
か
。

福
祉
課
長　

厚
労
省
の
管
轄
で
す
。

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
関
す
る
こ

と
は
、
学
校
教
育
法
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

Ｑ　

会
議
で
は
、
要
望
が
い
ろ
い

ろ
出
る
と
思
わ
れ
る
が
、
町
独
自

で
予
算
化
す
る
の
で
す
か
。

福
祉
課
長　

保
護
者
、
小
学
校
、

保
育
園
の
方
に
会
議
に
は
い
っ
て

い
た
だ
き
、
ニ
ー
ズ
調
査
を
実
施

し
た
後
、
意
見
を
聞
い
て
、
予
算

も
含
め
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

Ｑ　

な
ぜ
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

計
画
を
26
年
度
中
に
策
定
す
る
必

要
が
あ
る
の
で
す
か
。
ま
た
計
画

が
出
来
上
が
れ
ば
、
会
議
は
解
散

す
る
の
で
す
か
。

福
祉
課
長　

現
在
の
子
育
て
計

画
が
平
成
26
年
度
ま
で
の
た
め
、

26
年
度
中
に
次
期
計
画
を
定
め

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

策
定
後
も
計
画
の
評
価
と
見

直
し
の
た
め
、
会
議
は
継
続
し

ま
す
。

Ｑ　

特
定
地
域
型
保
育
事
業
と

は
？

福
祉
課
長　

小
規
模
保
育
、
家

庭
的
保
育
、
事
業
所
内
保
育
で

す
。

委
員
会
審
査
報
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民
生
文
教

９
月
10
日 

午
前
10
時
か
ら
開
催

主
な
質
問
と
回
答

安
八
町
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
条
例
の
制
定

平
成
25
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

●
合
併
浄
化
槽
設
置
補
助
金 
44
万
円

平
成
24
年
度
一
般
会
計
決
算
の
認
定

平
成
24
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
決

算
の
認
定

平
成
24
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

決
算
の
認
定

主
な
審
査
項
目

Ｑ　

会
議
の
メ
ン
バ
ー
に
子
育

て
事
業
に
従
事
す
る
者
の
中
か

ら
選
任
す
る
の
は
誰
で
す
か
。

福
祉
課
長　

保
育
園
の
園
長
を

考
え
て
い
ま
す
。

Ｑ　

会
議
の
メ
ン
バ
ー
は
町
内

在
住
者
に
限
り
ま
す
か
。

福
祉
課
長　

原
則
と
し
て
町
内

の
在
住
者
で
す
。
た
だ
し
、
学

識
経
験
者
は
、
町
内
の
在
住
者

で
な
く
て
も
結
構
で
す
。 ひかりの里で所生さんの作業の様子を視察しました
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